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は じ め に
平成28年３月11日、第４回原子力関係閣僚会議において「原子力災害対策充実に向けた考え方」が
決議されたことを踏まえて、平成28年３月17日、経済産業大臣から、社会の信頼を得るためには、原子
力安全対策、原子力災害対策について原子力事業者は「自ら考え」、「自ら取り組み」、「自らの言葉で
説明していく」ことが不可欠であり、以下の４項目について原子力事業者の現在の取組状況を速やか
に報告するよう要請を受けました。

１．原子力事故収束活動にあたる「緊急時対応チーム」の更なる充実
２．原子力緊急事態支援組織「レスキュー部隊」の更なる充実
３．被災者支援活動にあたる「被災者支援活動チーム」の整備
４．被災者支援活動に関する取組をまとめた原子力災害対策プランの策定

本要請を受け、これら４項目を含めた＊当社の現在の取組状況と、更なる充実に向けた取組みにつ
いて、「事故収束活動プラン」、「原子力災害対策プラン」として資料をとりまとめ、平成２８年４月１５日
に同大臣に提出しました。

今回、当社の更なる対応も含め、現在の取組状況を本資料にとりまとめました。
【前回からの主な変更点】
訓練実績の更新（P.12,15,17）、「原子力緊急事態支援組織の機能強化」の更新（P.16）、 「更なる事故収束活動の
充実・強化」の更新（P.18～19）、「原子力事業者間の支援に係る訓練」の追加（P.28）、 「西日本５社による相互
協力」の追加（P.31,32）

当社は、原子力の安全性向上の取組みに終わりはないとの認識のもと、本資料も踏まえ、引き続き、
関係各所との連携を深めつつ、不断の努力を重ねてまいる所存です。
また、今後とも、取組状況については、関係当局へご説明するとともに、社会の信頼を得るべく、地元
住民のみなさまをはじめ、多くの方々へ広く発信してまいります。

＊各要請事項に対応する本資料中の記載箇所
要請１．「緊急時対応チーム」に相当する発電所の初動対応体制に関する記載：Ｐ．６
要請２．「レスキュー部隊」に相当する原子力緊急事態支援組織に関する記載：Ｐ．14～16
要請３．「被災者支援活動チーム」に相当する当社の体制に関する内容 ：Ｐ．26
要請４．「原子力災害対策プラン」 ：Ｐ．23～35
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第１章

玄海原子力発電所における
事故収束活動プラン



１．事故収束活動の概要（１／２） １



１．事故収束活動の概要（２／２） ２

当社は、以下の施設にて、確実な事故収束活動を実施します。

玄海原子力発電所 本店 原子力施設事態即応センター

玄海原子力発電所

原子力事業所災害対策支援拠点候補地



３

原子力災害発生時、確実に事故収束活動を実施するための体制を構築しています。

２．事故収束活動の体制（１／６）
＜当社の体制＞



４

万が一に備え、発電所構内及び近傍に、運転員12名、緊急時対策本部要員4名及び

重大事故等対策要員36名の合計52名を常時確保します。

さらに、プラントメーカ、協力会社、建設会社及びその他の関係機関とは平時から必要

な連絡体制を整備するなど協力関係を構築しています。

２．事故収束活動の体制（２／６）
＜発電所の体制強化【審査中】＞

２０名
運転員 ：12名
専属自衛消防隊： 8名

５２名
緊急時対策本部要員： 4名
運転員 ：12名
重大事故等対策要員：36名

当社社員：約300名
協力会社：約400名

プラントメーカによる技術支援
神戸地区：約400～500名

○ ユニットごとに指揮者を配置したこと

による増

○外部支援なしでの原子炉等への給水、

使用済燃料ピット損壊時の給水等の

新たな役務の対応に伴う増

など

○ プラントメーカ及び協力会社等から

重大事故等発生後に必要な支援を

受けられる体制を構築

福島第一原子力
発電所事故前

福島第一原子力
発電所事故以降

（新規制基準への対応等）

強化

参 集

常 駐 常 駐



５２．事故収束活動の体制（３／６）
＜同時発災時における発電所の体制【審査中】＞

複数の号炉が同時に発災した場合においても、情報の混乱や指揮命令が遅れることが

ないよう、体制を構築します。



６

発電所構内等の要員が少なくなる可能性がある休日、夜間において、事故が発生した場

合、運転員及び重大事故等対策要員を主体とした要員により迅速に活動を開始します。

２．事故収束活動の体制（４／６）
＜休日・夜間における発電所の対応体制【審査中】＞



７

本店の防災組織本店の防災組織

原子力災害発生時、発電所を支援する本店の体制を構築しています。

２．事故収束活動の体制（５／６）
＜本店の体制（１／２）＞

○社長は、本店対策本部を本店内に整備

している原子力施設事態即応センターに

設置し、原子力部門のみでなく、他部門も

含めた全社大での体制で支援を行います。

○本店対策本部は、各作業班に加え、

原子力災害対策支援拠点や東京支社

にて構成しています。

○本店対策本部では、原子力規制庁や

緊急事態支援組織等の外部機関との

調整・連携を実施します。



８

原子力事業所災害対策支援拠点の防災組織原子力事業所災害対策支援拠点の防災組織

○ あらかじめ選定している候補地点の中から、地震等の自然災害の状況等を考慮し、適切な拠点を選定します。

○ 原子力災害対策支援拠点では、以下の業務を実施します。

①発電所への物資の輸送 ②輸送に付随する放射線管理、入退域管理（放射線教育を含む。）

③拠点運営、関係機関との調整・連絡 など

２．事故収束活動の体制（６／６）
＜本店の体制（２／２）＞



９３．事故収束活動に使用する資機材等（１／３）

新規制基準に適合するため、発電所において、以下の対策を実施しています。【審査中】



10３．事故収束活動に使用する資機材等（２／３）

原子力災害が発生した場合、事故収束活動に使用する資機材を整備、管理しています。

発電所構内の原子力防災関連資機材発電所構内の原子力防災関連資機材



11３．事故収束活動に使用する資機材等（３／３）

原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材

発電所以外にも保管しているものをリスト化し、数量、保管場所等を管理しています。

放射線管理用資機材等

通信連絡機器



①指揮者等（事故時に全体の指揮を行う全体指揮者、号炉ごとの指揮を行う指揮者及び通報連絡者と
なる所長、次長他が対象）
・実働を含む原子力防災訓練（訓練進行のブラインド化）

②運転員
・全交流動力電源喪失を想定した教育訓練（仮設照明の準備等）
・シミュレータ訓練の内容に重大事故等を想定した教育訓練の追加

③重大事故等対策要員（協力会社も含む）
・可搬型設備を使用した電源確保及び水源確保等の教育訓練
（がれき撤去訓練を含む）
・重大事故等発生時の悪環境を想定した教育訓練を実施
（夜間や放射線防護具の着用等）

12

発電所の重大事故対策要員の対応能力向上を図るため、重大事故等発生時の物理挙

動やプラント挙動等の教育及びその役割に応じた教育・訓練を充実・強化しています。

４．事故収束活動に係る要員の力量（１／２）
＜発電所における訓練等の取り組み状況＞

取水用水中ポンプの設置訓練

教育訓練実績 【平成28年８月現在】

約１８０回

約11,100人

H２８年度

約２４０回

約4,700人

Ｈ２４年度

約２１０回約２９０回約１７０回約７０回訓練回数

約6,500人約8,500人約2,200人約2,900人教育・演習受講者人数（延べ人数）

Ｈ２７年度Ｈ２６年度Ｈ２５年度Ｈ２３年度



13４．事故収束活動に係る要員の力量（２／２）
＜本店における訓練等の取り組み状況＞

本店及び原子力事業所災害対策支援拠点においても、事故収束活動に係る訓練を適切

に実施しています。

本店 原子力施設事態即応センターの訓練 原子力事業所災害対策支援拠点の訓練



14５．事故収束活動における電力大の支援（１／４）
＜原子力緊急事態支援組織の整備＞

事業者が共同で、原子力発電所での緊急事態対応を支援するための組織を設立しています。

必要なロボットや除染設備を配備し、各事業者の要員訓練を実施しています。

緊急時には、これらの資機材を発電所に向けて輸送し、支援を実施します。

300km

500km

800km

●：原子力事業所

【平常時】

要員参集

【緊急時】

出動要請

無線重機

○要員の訓練、育成
○緊急時の連絡体制確保
○資機材の維持管理、保守・改良 要員・資機材の搬送

障害物・瓦礫の撤去

○資機材、要員の拠点
○現地の全体統括
○資機材修理

資機材車

要員・
資機材

要員輸送車 燃料輸送車

屋内外の情報収集

支援組織（福井）

発災発電所 災害対策支援拠点

事故状況把握

無線ヘリ 小型ロボット



15５．事故収束活動における電力大の支援（２／４）
＜原子力緊急事態支援組織の活動状況＞

支援センターにおける訓練実績 （平成28年9月末時点）

初期訓練受講者 ５００名（電力９社＋原電＋電発）

発電所内での訓練

資機材搬送訓練

原子力緊急事態支援組織（原子力緊急事態支援センター：福井県敦賀市、～平成２

８年１２月）におけるロボット基本操作の訓練に加え、事業者の防災訓練に参加し、連

携を確認しています。

原子力緊急事態支援センターにおける訓練 事業者の防災訓練



16５．事故収束活動における電力大の支援（３／４）
＜原子力緊急事態支援組織の機能強化＞

平成28年12月の本格運用開始に向けて、原子力緊急事態支援組織（美浜原子力緊急事

態支援センター）の拠点施設の建設、資機材の拡充、体制・機能の強化を進めています。

訓練施設（イメージ）ヘリポート（資機材空輸）

美浜原子力緊急事態支援センター＊１

拠点施設の完成予想図
（福井県美浜町）
＊１：平成２８年１２月からの新組織名称

無線ヘリ（高所からの情報収集）

ロボットコントロール車

資機材拡充の例

小型・大型無線重機
（屋外の瓦礫等の除去）

現地工事進捗状況（２０１６年９月２７日）



17５．事故収束活動における電力大の支援（４／４）
＜原子力緊急事態支援組織との連携訓練＞

発電所におけるロボット操作の訓練状況

２H２８年度

３０合 計

６Ｈ２４年度

６Ｈ２７年度

４Ｈ２６年度

１２Ｈ２５年度

人数派遣年度

原子力緊急事態支援組織への派遣実績
（玄海原子力発電所員）

上記「初期訓練」を実施後、定着訓練等により、知識・技能の
習熟を図っている。

当社は、事業者防災業務計画に基づき、原子力緊急事態支援組織の資機材を用いて、

定期的に訓練を実施しています。また、操作要員確保として、定期的に原子力緊急時支

援組織へ社員を派遣し訓練を実施しています。



18６．更なる事故収束活動の充実・強化（１／４）
当社は、防災訓練で得られた反省点等を踏まえ、継続的な改善を実施しています。
確実な事故収束活動に当たっては、『情報の伝達』が重要なことから、「フェイス・トゥ・フェイスのコ
ミュニケーション」を基本として、情報の入手・共有・伝達について、ハード・ソフトの両面で改善に取
り組んでいます。

ハード面の主な取り組みハード面の主な取り組み

（訓練）



19６．更なる事故収束活動の充実・強化（２／４）

○役割に応じ対応者がタイムリーに発言できる本部内の環境作り
○ 情報伝達は紙面だけでなく口頭でも実施
○ 相手に伝えるための工夫（「緊急時対策本部運営時の心得」の掲示など）
○ 発電所対策本部でのユニット毎に分かれた対応

ソフト面の主な取り組みソフト面の主な取り組み



20６．更なる事故収束活動の充実・強化（３／４）

原子力災害対策支援拠点の充実及び訓練原子力災害対策支援拠点の充実及び訓練

緊急自動車の登録緊急自動車の登録

○発電所に配備しているモニタリングカー及び

原子力事業所災害対策支援拠点への資機材等

の輸送用車両について、 原子力災害発生時

に、機動的かつ有効的な活動を行うため、

緊急自動車＊として登録しました。

＊緊急自動車

緊急用務の遂行という公益目的を達成するために、
道路交通法第３９条第１項及び道路交通法施行令第１３条
において厳格な規定で定義された車両をいう。

○原子力災害対策支援拠点の候補地を２箇所追加し、

運用の向上を図りました。

【追加】

・佐世保営業所配電技術訓練場（約11,400㎡）

・社員研修所（約46,600㎡）

○原子力災害対策支援拠点の設営・運営訓練と併せて、

移動式ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）車を使用した訓練

を実施しました。

モニタリングカー

輸送用車両
（屋根部）

「佐世保営業所配電技術訓練場」において、確実に活動ができることを

訓練にて検証。また、ヘリコプターを用いた資機材輸送の訓練も実施。

原子力災害が発生した場合においても、確実な事故収束活動を実施するため、体制の

整備、資機材の確保等を実施しています。

移動式ＷＢＣ車佐世保営業所配電技術訓練場 資機材輸送訓練



21６．更なる事故収束活動の充実・強化（４／４）

電力各社が保有する可搬型の電源、ポンプ等の資機材の仕様（接続口等）をリスト化し、

電力間で共有しています。

今般、データベース検索時間の短縮、必要資料のアウトプット時間の短縮のため、各社

毎の分類から資機材毎の分類様式に整理し、検索性を向上させました。

整理後の資機材データベースのイメージ（電源供給）



22７．まとめ（事故収束活動の更なる充実に向けて）

当社は、発電所における安全性向上に対する設備面および現場対応力の対策を充実さ

せることにより、重大事故の発生を防止し、外部に影響を及ぼすことがないように事業

者として責任を持って取り組んでまいります。

また、重大事故を防止する安全対策に限らず、万一、重大事故が発生した場合の事故

収束活動についても原子力事業者としての責務を果たしてまいります。訓練等の活動を

通じて、継続的に初動対応体制の維持、資機材等の充実、対応能力の向上等に努める

とともに、緊急事態支援組織や他の原子力事業者との連携を進めてまいります。

引き続き、当社は、新規制基準の枠組みにとどまることなく、安全性をより一層高める対

策を、これまでと同様に自主的かつ継続的に進めてまいります。今後も発電所の安全

性・信頼性の向上に努め、当社の取り組みについて、地元をはじめ皆さまにご理解いた

だけるよう全力で取り組んでまいります。



第２章

玄海原子力発電所発災時における
原子力災害対策プラン



１．原子力災害発生時の住民避難（１／２）
＜原子力災害対策重点区域の概要＞

佐賀県地域防災計画では、原子力災害対策指針に示されている「原子力災害対策重点
区域」として、発電所より概ね５ｋｍを目安とするＰＡＺ圏内、発電所より概ね５～３０ｋｍを
目安とするＵＰＺ圏内の対象地区名を明らかにしています。
玄海地域における原子力災害対策重点区域は、ＰＡＺ圏内は佐賀県玄海町および唐津
市、ＵＰＺ圏内は佐賀県、長崎県及び福岡県の７市１町にまたがっています。
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24１．原子力災害発生時の住民避難（２／２）
＜ＰＡＺ圏内やＵＰＺ圏内に居住されている住民のみなさまの避難の概要＞

当社の原子力発電所は、事故が発生した場合においても幾重もの対策により、原子力発電所の安全が確保できますが、万一原子
力災害が発生した場合の住民の皆様の速やかな段階的避難のため、当社は、「原子力災害対策特別措置法」（原災法）に基づき、
国・自治体へ通報連絡を実施します。
当社からの通報連絡を受けた国・自治体の指示によりＰＡＺ圏内（発災発電所から５km圏内）やＵＰＺ圏内（発災発電所から５～
30km圏内）に居住されている住民のみなさまは、事象の進展や放射性物質の放出状況にあわせて避難を実施します。
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（警戒事象発生時の通報連絡経路） （原災法第10条通報の通報連絡経路）

原子力災害が発生した場合、原子力事業者は、「原子力災害特別措置法」(原災法)に基

づき、速やかに国・自治体へ通報連絡を実施します。また、原子力事業者から国・関係

自治体への通報については、地上回線に加え、衛星通信回線など、多様な手段を確保

しています。

２．事業者の取り組み（１／２）
＜万一の避難等のための迅速な通報連絡（情報発信）＞



26２．事業者の取り組み（２／２）
＜住民のみなさまの相談窓口・損害賠償対応体制＞

損害賠償に関する申出窓口
（本店対策本部支援班を中心に体制構築）

・各種損害賠償の受付
・ご請求者との協議
・損害賠償金のお支払い

等

文部科学省
原子力損害賠償紛争解決センター

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

文部科学省のほか、法務省、裁判所、
日弁連出身の専門家らにより構成

政府５０％出資
原子力事業者等５０％出資

被災されたみなさま
（個人・法人）

ご相
談・
請求
・協
議

仲介・指導

（原子力災害発生時の損害賠償対応イメージ）

原子力損害の賠償に関する法律
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
など

原子力災害が発生した際は、直ちに当社本店内に「相談窓口」を開設し、住民のみなさ
まからの様々なお問合せに対して誠意を持って対応いたします。
また、損害賠償請求への対応については、原子力災害発生後、申出窓口を設置し、原
子力損害の賠償に関する法律や、原子力損害賠償紛争審査会が定める指針等、国の
原子力損害賠償制度の枠組みの下で、適切な対応をいたします。



27３．電力大の支援、取り組み（１／６）
＜原子力事業者間の支援体制＞

名称 原子力災害時における原子力事業者間協力協定

目的
原子力災害の発生事業者に対して、協力要員の派遣、資機材の貸与等、必要な協力を円
滑に実施するために締結

発効日 2000年6月16日（原子力災害対策特別措置法施行日）

締結者
原子力事業者12社
北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、
中国電力、四国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発、日本原燃

協力活動の
範囲

・原子力災害時の周辺地域の環境放射線モニタリングおよび周辺地域の汚染検査・汚染
除去に関する事項について、協力要員の派遣・資機材の貸与その他の措置を実施

役割分担
・災害発生事業者からの要請に基づき、予めその地点ごとに定めた幹事事業者が運営す
る支援本部を災害発生事業所近傍に設置し、各社と協力しながら応援活動を展開

主な
実施項目

・環境放射線モニタリング、住民スクリーニング、除染作業等への協力要員の派遣
（300人）

・資機材の貸与

GM管サーベイメータ
（360台）

全面マスク
（1,000個）

タイベックスーツ
（30,000着）

個人線量計
（1,000個）

原子力事業者は、万が一原子力災害発生した場合に備えて事業者間協力協定を締結しています。

災害収束活動で不足する放射線防護資機材等の物的な支援を実施するとともに、環境放射線モニタリングや周

辺地域の汚染検査等への人的・物的な支援を実施します。

協定活動の範囲に定める協力事項については、原子力総合防災訓練等の機会を基本に自治体訓練への参加を

通じて実効性を向上させていきます。



28３．電力大の支援、取り組み（２／６）
＜原子力事業者間の支援に係る訓練＞

当社は、原子力事業者１２社間の協力協定の取組みとして、佐賀県・長崎県・福岡県原子力防災

訓練（平成28年10月10日）において、避難住民に対する避難退域時検査支援を実施しました。

（８社計１２名が参加）

佐賀県
（杵藤クリーンセンター）

長崎県
（波佐見町体育センター）

福岡県
（福岡県立城南高等学校）



200０年

○要員：44人
○提供資機材：
・GM管サーベイメータ
・ダストサンプラー
・モニタリングカー

○要員数：300人

○提供資機材
・GM管サーベイメータ
・ダストサンプラー
・モニタリングカー
・個人線量計
・高線量対応防護服
・全面マスク
・タイベックスーツ
・ゴム手袋 など

・住民避難支援明記
・要員、提供資機材の拡大
・原子力災害対策指針反映

・住民避難支援明記
・要員、提供資機材の拡大
・原子力災害対策指針反映

2014年10月～2012年9月～

○要員：60人
○提供資機材：
・GM管サーベイメータ
・ダストサンプラー
・モニタリングカー
・個人線量計
・高線量対応防護服
・全面マスク
・タイベックスーツ

・ゴム手袋 など

・要員の増員
・提供資機材の充実

（放射線防護資機材の提供）

・要員の増員
・提供資機材の充実

（放射線防護資機材の提供）
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

2000年6月
事業者間協定を締結

2000年6月
事業者間協定を締結

29３．電力大の支援、取り組み（３／６）
＜原子力事業者間の支援体制の拡充＞

協定内容は、福島第一原子力発電所事故の対応実績等を踏まえ、随時充実化。

2014年10月より、災害発生時の広域住民避難への対応として、協力事項に「住民避難

支援」を明記、避難退域時検査等に対応できるよう放射線測定要員等の派遣や資機材

の提供を拡充。



GM管式サーベイメータ ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ
【原子力事業者間での支援資機材・数量】

30３．電力大の支援、取り組み（４／６）
＜放射線防護資機材の提供＞

原子力災害発生後の避難・一時移転における避

難退域時検査等の活動において、放射線防護資

機材等が不足する場合は、原子力事業者間によ

る支援協定により、資機材を最大限提供します。

更に不足する場合は、当社の非発災発電所から

可能な範囲で確保し提供します。

品 名 単位 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 原電 電発 原燃 合計

汚染密度測定用サーベイメーター (台) 18 24 102 18 12 66 18 18 36 18 0 18 348

NaIシンチレーションサーベイメーター (台) 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 0 1 18

電離箱サーベイメーター (台) 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 0 1 18

ダストサンプラー (台) 3 4 17 3 2 11 3 3 6 3 0 3 58

個人線量計（ポケット線量計） (個) 50 100 150 50 50 150 50 50 100 100 0 50 900

高線量対応防護服 (着) 10 20 30 10 10 30 10 10 20 20 0 10 180

全面マスク (個) 50 100 150 50 50 150 50 50 100 100 0 50 900

タイベックスーツ (着) 1,500 2,000 8,500 1,500 1,000 5,500 1,500 1,500 3,000 1,500 0 1,500 29,000

ゴム手袋 (双) 3,000 4,000 17,000 3,000 2,000 11,000 3,000 3,000 6,000 3,000 0 3,000 58,000



31３．電力大の支援、取り組み（５／６）
＜西日本５社による相互協力体制の構築＞

５社の地理的近接性を活かし、５社の原子力発電所において、万一、原子力災害が発生した場合

の、原子力災害の拡大防止対策及び復旧対策をさらに充実させることを目的に、協力要員の派遣

や資機材の提供など、追加協力を相互に行います。

加えて、廃止措置を安全かつ円滑に進めるための取り組みや、特定重大事故等対処施設設置に

かかる対応等についても、５社で協力して進めます。

平成２８年４月２２日
関西電力、中国電力、四国電力、九州電力の
４社による原子力事業における相互協力に係
る協定を締結しました。

平成２８年８月５日
北陸電力が参加し、５社による相互協力協定
を締結しました。
（協力内容は４月２２日から変更なし）

協力内容
○ 原子力災害時における協力
○ 廃止措置実施における協力
○ 特定重大事故等対処施設設置における協力



32３．電力大の支援、取り組み（６／６）
＜西日本５社による相互協力の活動状況＞

西日本５社による相互協力の取組みとして、８月２７日の高浜発電所訓練において、初めての相互

協力による訓練を実施しました。

＜訓練実施状況＞
○避難住民に対する避難退域時検査支援
（５社計１９名が参加）

○ テレビ会議を活用した原子力部門トップ間の情報共有（ＣＮＯ会議）、支援要請
（５社計３７名が参加）

⇒ 訓練を通じて得られた気付き事項、反省点を、今後各社で共有、議論するとともに、他社の
訓練にも積極的に参加することで、緊急時の対応能力及び相互支援能力の更なる向上に
努めてまいります。

協定各社による避難退域時検査支援 西日本５社協定に基づくＣＮＯ会議



33４．原子力災害対策（オフサイト）活動に係る訓練
＜訓練の取り組み（自治体、実働省庁との連携）＞

国・自治体等が実施する原子力災害対策（オフサイト）活動が的確かつ円滑に行われる

ようにするため、当社は、国や自治体が主催する訓練に参加し、原子力災害対策（オフ

サイト）活動の実効性を高めるとともに、訓練を通じて、国・自治体等との相互連携を図っ

ています。

緊急被ばく医療訓練緊急時モニタリング訓練
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オフサイトセンターにおける図上訓練の状況オフサイトセンターにおける図上訓練の状況

５．原子力災害対策（オフサイト）活動に係る充実・強化

様々な機会を活用し、原子力災害対策（オフサイト）活動の充実・強化を行っています。



６．まとめ（支援活動の更なる充実に向けて） 35

当社は、原子力事故が生じた場合、住民避難などの被災者支援活動や被災者の方々

への賠償などに誠意をもって対応致します。

さらに、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、国・自治体が

実施する対応に協力して対処に当たります。

原子力事業者間協定の内容充実等、事業者間の連携強化について、検討してまいり

ます。

これらを肝に銘じ、今後も、地域原子力防災協議会等と協調し、原子力災害対策活動

の更なる充実･向上に努めてまいります。


